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1.総代会の仕組みと役割 5.総代会に関する事項

6.総代の氏名

総代会

　総代は、会員の代表として、会員の総意を当金庫の経営に
反映する重要な役割を担っています。
　そこで総代の選考は、総代選考基準に基づき、次の3つの
手順を経て選任されます。
①会員の中から総代選考委員を選任する。
②その総代選考委員が総代候補者を選考する。
③その総代候補者を会員が信任する（異議があれば申し立てる）。

総代の選任方法2総代の任期・定数1

　2020年6月17日（水）に開催された第97期通常総代会において次の事項が付議され承認されました。

・第97期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）業務報告、貸借対照表、損益計算書の内容報告の件

第1号議案　第97期剰余金処分案承認の件
第2号議案　理事全員任期満了に伴う選任の件
第3号議案　退任理事に対する退職慰労金贈呈の件

総代会は、会員一人ひとりの意見を適正に反映するための開かれた制度です

②選考基準に基づき
　総代候補者を選考

会　員

総代会 会員の総意を適正に
反映するための制度理事会

①総代会の決議に基づき理事長が
選考委員を委嘱し、選考委員の氏
名を店頭掲示

　信用金庫は、会員同士の「相互信頼」と「互恵」の精神を基本理念に、会員一人ひとりの意見を最
大の価値とする協同組織金融機関です。したがって、会員は出資口数に関係なく、一人1票の議決
権を持ち、総会を通じて当金庫の経営に参加することになります。
　しかし、当金庫では、会員数が大変多く、総会の開催は事実上不可能です。そこで、当金庫では、
会員の総意を適正に反映し、充実した審議を確保するため、総会に代えて総代会制度を採用して
おります。この総代会は、決算、理事・監事の選任等重要事項を決議する最高意思決定機関です。
　また、当金庫では、総代会に限定することなく、さまざまな意見をいただくために日常の事業活動を通じて、総代や会員とのコ
ミュニケーションを大切にし、経営改善に取り組んでいます。

総代 決算に関する事項、理事・監事の選任等重要事項の決定

総代候補者選考委員

③理事長は総代候補者氏名を店頭掲示し、所定の手続きを経て、会員の代表として総
代を委嘱
④選考委員の定数が欠けたときは、その後最初に召集される総代会の決議により選任

2.総代選考基準

3.総代の選任方法及び総代の定数・任期

4.総代が選任されるまでの手続き

①当金庫の会員であること
②地域における信望が厚く、総代として相応しい人
③人格・識見に優れ、金庫の理念・使命をよく理解している人

④緊密な取引関係を有し、金庫の発展に協力的な人
⑤その他総代候補者選考委員が適格と認めた人
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他の候補者を選考

（選考を行わないことができる）

欠員

①総代の任期は3年です。
②総代の定数は100名以上150名以内で、原則会員数に応じ
て各選任区域ごとに定めています。
③補欠又は増員により選任された総代の任期は、他の総代の
残任期間と同一としています。
　なお、2020年６月17日現在の総代数は１36名です。

報告事項1

決議事項2

伊藤哲行④　 稲川雅章③　 種田文彦⑦　 大内博史④　 大野晃司④　 大橋憲一②　 大林健志③　 岡本雅量⑧
奥田　優⑤　 奥田祐太郎②　 小倉幸彦⑧　 川瀬　静⑤　 北島義市郎②　 小玉光春⑧　 小塚生開②　 佐野詔一③
渋谷清和④　 傍嶋重憲⑤　 髙田　恩⑧　 高橋勝雄⑥　 髙橋伸輔②　 竹中幸三⑥　 近澤秀安④　 堤　治彦⑤
冨田茂充⑤　 豊田繁雄⑨　 豊田典義③　 西脇愼也④　 野田信行③　 野村正寿③　 橋川寛治⑤　 林　利数⑤
菱田大次郎②　 日比勝次④　 日比信行②　 日比野芳浩③　 藤井重雄③　 藤井徳充②　 細井　元⑤　 松井博幸③
松下卯蔵②　 安田　勇④　 安田隆夫⑫　 矢橋慎哉⑦　 矢橋達郎⑧　 山中和樹③　 吉安洋徳③

荒木康伸③　 井尾行宏③　 伊藤　浩⑪　 神野広美①　 久世浩志③　 近藤昌子⑨　 齋藤滋信⑤　 酒向邦雄①
髙木栄治⑤　 竹内朗博③　 西脇昭洋⑤　 西脇恭司③　 吹原　学③　 細川清隆④　 松岡達夫③　 松永茂之⑦
松本勝美④　 松本義雄④　 森　和彦⑥　 𠮷田　清③　 𠮷田芳夫①

第一区
大垣市（墨俣町・上石津町を除く）47名

第二区
大垣市墨俣町・上石津町､安八郡､不破郡､養老郡､海津市､三重県桑名市多度町（旧桑名郡多度町地区）２1名

第三区
瑞穂市､本巣市、本巣郡、揖斐郡 ４0名

第四区
岐阜市､羽島市、各務原市、関市（旧武儀郡武儀町・上之保村を除く）、美濃市、山県市、羽島郡、一宮市、稲沢市、清須市、北名古屋市、西春日井郡 ２8名

飯田耕一郎⑧　 井上慎一郎①　 上松伸光①　 奥田裕良④　 片岡紀生②　 北川晴一⑦　 木村　勇②　 熊崎勝康⑤
栗本三行④　 小林浩司⑤　 小牧知宏①　 小牧裕和③　 後藤博美③　 佐藤季二③　 杉山文康②　 田中孝明⑦
中川立也⑤　 中道信弘③　 丹羽　誠③　 服部剛久⑨　 林　明美⑧　 林　秀樹③　 日置雅治④　 星屋正史④
村瀬尚宏②　 森田博美③　 山田啓仁④　 渡邊直哉③

安藤陽一③　 石川正行④　 今村信雄⑥　 上村聖二⑥　 梅田　一⑦　 岡崎　毅⑨　 岡崎時彦③　 草野正三⑧
久保田智也②　 久保田泰弘⑤　 桑原幸弘③　 末永英司⑦　 杉野正次郎③　 杉山一男⑥　 杉山隆英④　 高井幸政⑧
髙田晃一④　 髙田泰樹⑦　 髙橋逸郎④　 高橋弘茂④　 田中義巳⑦　 棚橋昭文②　 立木　明⑤　 土屋雅裕②
所　浩司①　 所　信三⑤　 富田洋平①　 野口昌久⑧　 野村信行⑧　 廣瀬真人⑦　 堀部好秀⑤　 松野安洋③
松久武史③　 松久利光④　 松本修治⑨　 村瀬勝彦⑦　 山下　健⑧　 山本　栄⑧　 若山和信④　 渡邊太至⑤
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安藤陽一③　 石川正行④　 今村信雄⑥　 上村聖二⑥　 梅田　一⑦　 岡崎　毅⑨　 岡崎時彦③　 草野正三⑧
久保田智也②　 久保田泰弘⑤　 桑原幸弘③　 末永英司⑦　 杉野正次郎③　 杉山一男⑥　 杉山隆英④　 高井幸政⑧
髙田晃一④　 髙田泰樹⑦　 髙橋逸郎④　 高橋弘茂④　 田中義巳⑦　 棚橋昭文②　 立木　明⑤　 土屋雅裕②
所　浩司①　 所　信三⑤　 富田洋平①　 野口昌久⑧　 野村信行⑧　 廣瀬真人⑦　 堀部好秀⑤　 松野安洋③
松久武史③　 松久利光④　 松本修治⑨　 村瀬勝彦⑦　 山下　健⑧　 山本　栄⑧　 若山和信④　 渡邊太至⑤
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7.総代の属性別構成比 リスク管理態勢

8.会員について

総代会 リスク管理について

　信用金庫は、一定の営業地域内の個人事業主、中小企業の皆様や、住民の方々を会員とする協同組織の金融機関です。当金
庫（全店34店舗）は６７，482人（2020年３月３１日現在）の会員の皆様によって支えられています。

職業別 年代別

法人・法人代表者
92％

個人事業主
7％

個人1％ 30代1％

70代以上
36％

60代以上
36％

50代
23％

40代
4％

業種別

製造業
35％

建設業
25％

不動産業3％ その他8％

卸売業
11％

小売業
9％

各種
サービス業
9％

2017年度
3月末

2018年度
3月末

2019年度
3月末

40,000

（単位：人）

70,000

60,000

50,000

68,318 67,864

2016年度
3月末

2017年度
3月末

2018年度
3月末

2019年度
3月末

2016年度
3月末

67,935 67,100

会員数 出資金

2,000

（単位：百万円）

3,500

3,000

2,500

３，１４８ ３，１３７３，１１０ 3,113

　金融の自由化、国際化の進展や技術革新など金融環境が大きく変化するなかで、金融機関の抱えるリスクも一段と複雑かつ
多様化しています。
　このような環境のなか、当金庫では、リスク管理が経営の健全性と適切な収益の安定性を確保する上で極めて重要であると
の認識のもと、リスク管理を経営の最重要課題のひとつと位置付け、金融環境の変化に柔軟に対応できるリスク管理態勢の整
備に積極的に取り組んでいます。

統合的リスク管理
　経営に関わるすべてのリスクを総体的に捉え、適切なリスク・テイクとリスクコントロールを行うことにより、経営の健全性向上
を図るため、「統合的リスク管理態勢」の強化に努めています。統合的リスク管理に係る重要な事項の策定や協議などを行う「リ
スク管理委員会」において、各種リスクのうち可能なものは共通の尺度により計量化を行い、経営体力の範囲内にリスクをコント
ロールするなど、リスク管理の高度化に取り組んでいます。
　主な個別リスク管理については、次のように充実強化を図っており、リスクに関する状況を定期的にリスク管理委員会・経営会
議に報告するとともに、必要に応じて理事会へ報告する等の管理態勢としています。

信用リスク管理1

市場リスク管理2

流動性リスク管理3

オペレーショナル・リスク管理4

　信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化等により、資産価値が減少ないし消失し、金融機関が損失を被るリスクのこと
です。
　当金庫では、リスク管理委員会を毎月開催し、信用リスク管理・運営における重要事項を審議しています。
　管理の方法としては、貸出債権の健全性を維持するため、信用格付システムの活用により、審査管理の充実を図るとともに、
貸出の基本方針を「融資方針」として定め、営業店指導の強化、集合研修、職場内研修などによる職員の審査管理能力の向上の
ほか、データの整備、分析等インフラ整備に努め、与信ポートフォリオ管理の充実を図っています。
　また、信用リスク計量化システムの導入により、リスク量の把握に努めるなど、貸出債権の健全性の確保に万全を期しています。

　市場リスクとは、金利、為替、株式等の様々な市場のリスク・ファクターの変動により、資産・負債（オフ・バランスを含む）の価値
が変動し損失を被るリスク、資産・負債から生み出される収益が変動し損失を被るリスクのことです。
　当金庫では、リスク管理委員会を毎月開催し、市場リスク管理・運営における重要事項を審議しています。
　また、市場リスク量について、市場リスク限度額を設けるとともに、損失額の上限を設定することで、リスク量や損失額を一定
の範囲に抑えるよう運営しています。

　流動性リスクとは、運用と調達の期間のミスマッチや予期せぬ資金の流出により、必要な資金確保が困難になる、又は通常よ
りも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスク（資金繰りリスク）及び市場の混乱等により市場
において取引ができなかったり、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより損失を被るリスク（市場流動
性リスク）のことです。
　当金庫では、リスク管理委員会を毎月開催し、流動性リスク管理・運営における重要事項を審議しています。
　また、資金繰りの状況に応じた「平常時」・「懸念時」・「危機時」の区分、及び「懸念時」・「危機時」の対応を定め、資金繰りリスクに
万全を期しています。

　オペレーショナル・リスクとは、金融機関の業務の過程、役職員の活動もしくはシステムが不適切であること、または外生的な
事象により損失を被るリスクをいいます。その中には、事務リスク、システムリスク、法務リスク、有形資産リスク、人的リスク、風
評リスク等が含まれます。
　当金庫では、オペレーショナル・リスク管理委員会を毎月開催し、オペレーショナル・リスク管理全般についての協議、検討を
行っています。

2020年度
3月末

67,482

2020年度
3月末

3,125


